
 

葬 儀 後 の 手 続 き 

ご遺族の皆様には、心からお悔やみ申し上げます｡ 

葬儀後の手続きについてご案内いたします。 

受付窓口 受付時間 

本庁 アオーレ長岡東棟１階 

市役所総合窓口 

平日：８：３０～１７：１５ 土・祝： ９：００～１７：００ 

休業日：日曜日・年末年始 

※日曜と祝日が重なる場合はお休みとなります。 

※土・祝は、一部取り扱いできない手続きがあります。 

各支所 地域振興・市民生活課 平日 ８：３０～１７：１５ 

葬儀後の手続きを一連で行うため、概ね１～２時間程度を要しますので、１６：００頃までにお越しいただ

きますよう、ご協力をお願いします。 

【持ち物】 

窓口に来られる方のマイナンバーカードをお持ちください。 

そのほか、必要な持ち物は、手続きによって異なりますので、次ページ以降でご確認ください。 

また、申請者以外の人（代理人）が来られる場合は、委任状が必要な場合があります。 

この冊子「葬儀後手続き」もご持参ください。 

 

【お問い合わせ・所在地】 ※市外局番は（０２５８）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長岡市役所 本庁 代表 ３５－１１２２ 大手通１丁目４番地１０ 

（市役所総合窓口） 直通 ３９－２２４６  

（健康保険・年金窓口） 直通 ３９－２２５０  

中之島支所 代表 ６６－２００２ 中之島７８８番地 

越路支所 代表 ９２－３１１１ 浦７１５番地 

三島支所 代表 ４２－２２２１ 上岩井１２６１番地１ 

山古志支所 代表 ５９－２３３０ 山古志竹沢乙４６１番地 

小国支所 代表 ９５－３１１１ 小国町法坂７９３番地 

和島支所 代表 ７４－３１１１ 小島谷３４３４番地４ 

寺泊支所 代表 ７５－３１１１ 寺泊烏帽子平１９７７番地８ 

栃尾支所 代表 ５２－２１５１ 中央公園１番36号 

与板支所 代表 ４４－００６１ 与板町与板甲１３４番地 

川口支所 代表 ８９－３１１１ 東川口１９７４番地２６ 



 

 

※葬儀後の手続きは、各種制度の受給状況に応じて各人違いがありますので、この冊子に掲載して 

いるものがすべてというわけではないことをご了承願います｡ 

※「市役所での手続き」と「市役所以外での手続き」に分けて、次ページ以降でご紹介しています｡ 

 

項目 内    容 市 
市 

以外 
ページ 

保 

険 

① 国民健康保険、後期高齢者医療制度 ●  １ 

③ 介護保険             ●  ２ 

㉒  社会保険 等                               ● ６ 

年 

金 

等 

② 国民年金制度                             ●  １ 

㉓ 国民年金（老齢基礎年金）受給者、厚生年金・共済年金受給（加入）者  ● ６ 

㉔  農業者年金                              ● ６ 

㉕  恩給                                  ● ６ 

㉖  特別弔慰金、特別給付金                     ● ６ 

福 

祉 

等 

④ 在宅介護者支援金                         ●  ２ 

⑤ 児童手当                               ●  ２ 

⑥ 医療費助成                              

子ども、ひとり親家庭等、ひとり暮らし老人、重度障害者、精神障害者 
● 

 
２ 

⑦ 身体障害者手帳、療育手帳                    ●  ３ 

⑧ 障害福祉サービス受給者証、地域生活支援事業給付費支給対象者登録証 ●  ３ 

⑨ 特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、児童扶養手当 ●  ３ 

⑩ 戦傷病者手帳               ●  ３ 

名 

義 

㉗  電気､ガス､水道、電話、ＮＨＫ               ● ● ７ 

㉘  土地・建物の所有者                        ● ７ 

㉙  自動車、バイク等                         ● ● ７ 

㉚  預貯金口座                             ● ８ 

そ 

の 

他 

⑪ 市・県営住宅                           ●  ３ 

⑫ 市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税   ●  ３ 

⑬ 印鑑登録                               ●  ４ 

⑭ 緊急告知ＦＭラジオ                       ●  ４ 

⑮⑯ 農業経営主、農地に係る権利                 ●  ４ 

⑰ 森林に係る所有権                        ●  ４ 

⑱ 新潟県交通災害共済                      ●  ４ 

⑲ 新潟県交通遺児基金                      ●  ５ 

⑳ 犬の飼い主                            ●  ５ 

㉑  市営墓地（区画墓地）                              ●  ５ 

㉛  生命保険、簡易保険                        ● ８ 

㉜  その他                                 ● ８ 

亡くなった方に18 歳以下の児童（※）がいる場合 （※）2ページ参照 ●  ２ 

個人番号通知カード、マイナンバーカード   ５ 

空き家を相続し所有する皆様へ   ５ 

大切な方を亡くされたあなたへ   ９ 



 

１ 市役所（本庁・支所）での手続き  

  
① 国民健康保険、後期高齢者医療制度 

・ 葬祭費 

喪主の方に５万円が支給されます｡葬儀日の翌日から２年間で失効となりますので、ご注意ください。 

必要なもの 

【国民健康保険の加入者】 

 国民健康保険資格確認書、マイナンバーカード等の本人確認書類（亡くなられた方のもの） 

喪主の方の預金通帳、印鑑（自署の場合は不要） 

※公金受取口座を登録している場合（予めマイナポータルから登録する必要があります）に限り、振込先

を公金受取口座に指定することが可能（注意：市外に住民登録されている方は、口座照会完了まで

に数日を要するため、支給が遅れることがあります）です。その場合、通帳の代わりに喪主の方のマイ

ナンバーがわかる書類（原本）、来庁者の本人確認書類（マイナンバーカード等の原本）が必要です。 

※喪主の続柄によっては葬儀を行った証明（会葬礼状や葬儀の領収書等）の提出が必要となる場合が

あります。 

 

【後期高齢者医療制度の加入者】 

後期高齢者医療資格確認書、マイナンバーカード等の本人確認書類（亡くなられた方のもの） 

喪主の方の預金通帳、印鑑（自署の場合は不要） 

※後期高齢者医療制度では、制度上、公金受取口座を利用した受け取りはできません。 

※喪主の続柄によっては葬儀を行った証明（会葬礼状や葬儀の領収書等）の提出が必要となる場合があ

ります。 

 
・ 後期高齢者医療制度の高額療養費と保険料の精算 

亡くなられた方の医療費が高額になっていた場合、保険料に還付がある場合は相続人にお返しします。

また、保険料に不足がある場合は相続人が納付義務を引き継ぎます。 

必要なもの 

相続人の預金通帳、印鑑（自署の場合は不要） 

 

②  国民年金制度 

障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金の受給権者が亡くなられた場合、生計を同じくしていた３親等

内のご遺族（代表者）は未支給年金を請求できます。 

このほか、新たに、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金を請求できる場合があります。 

必要なもの  

亡くなられた方の年金証書 

請求者の預金通帳、戸籍全部事項証明書 等 
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③  介護保険 

・ 介護保険料の精算（６５歳以上の方） 

亡くなられた方の保険料に還付がある場合は相続人にお返しします。また、保険料に不足がある場合、

相続人が納付義務を引き継ぐことになりますので納付をお願いします。 

 

・ 高額介護サービス費 

亡くなられた方に高額介護サービス費の支給がある場合は、相続人から申請をしていただく必要があり

ます。 

 

・ 認定申請中の方は、「介護保険申請取下申出書」の提出が必要な場合があります。該当する方には、

後日、介護保険課から申出書を送付します。 

 

必要なもの 

介護保険証（亡くなられた方のもの）、相続人の預金通帳、 

印鑑（相続人代表者からの自署の場合は不要） 

  
④  在宅介護者支援金（生前に要件に該当と判定された方） 

亡くなられるまでの間に支給申請できる月（自宅で20日以上介護した月）がある方は、支給申請書の提

出が必要です。 

詳しくは、担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センターにご確認ください。 

問合せ先：長寿はつらつ課（TEL０２５８－３９－２２６８） 

  
⑤  児童手当 

未支払児童手当の請求と受給者の変更手続きがあります。 

受給者が亡くなった日の翌日から１５日以内に手続きしてください。 

必要なもの 

児童の普通預金通帳（養育児童が２人以上の場合は一番年上の児童のもの）、 

今後の養育者の本人確認書類、資格確認書またはマイナポータルからダウンロードした 

資格情報画面のコピー等、普通預金通帳 

※今後の養育者が公務員の場合、受給者の変更手続きは職場で行ってください。 

※今後の養育者が長岡市外在住の場合、受給者の変更手続きはお住まいの市区町村で行ってください。 

 
亡くなった方に18 歳以下の児童（※）がいる場合（祖父母等に監護される場合も含む） 

     ※18 歳に達する日以後最初の3/31 まで、又は20 歳未満で法令で定める程度の障害のある児童 

児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成の対象となる場合があります。詳しくは、手続き窓口でご確認ください。 

  
⑥ 医療費助成 

受給者が亡くなられた場合、資格喪失手続が必要です。 

老人医療費（県老）、重度障害者医療費（県障）、ひとり親家庭等医療費（県親） 

保護者もしくは申請者が亡くなられた場合、資格内容等変更手続が必要です。 

子どもの医療費、精神障害者医療費 

必要なもの 受給者証 
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⑦ 身体障害者手帳、療育手帳 

手帳所持者が亡くなられた場合は、返納（喪失）手続きが必要です。 

療育手帳所持者の保護者が亡くなられた場合は、保護者の変更届出が必要です。 

ＮＨＫ受信料の減免を受けていた方は、喪失（変更）の手続きが必要です。 

必要なもの 

  身体障害者手帳、療育手帳、印鑑 

 
⑧  障害福祉サービス受給者証、地域生活支援事業給付費支給対象者登録証の返納 

必要なもの 

障害福祉サービス受給者証、地域生活支援事業給付費支給対象者登録証 

  
⑨ 特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、児童扶養手当 

各手当の死亡届等の提出が必要です。 

必要なもの 

申請者の預金通帳、証書（児童扶養手当）等 

※手続きの内容によって住民票等が必要な場合があります。詳しくは、手続き窓口でご確認ください。 

 
⑩  戦傷病者手帳 

手帳の返還・異動等届の提出が必要です。 

戦傷病者手帳を亡失されている場合でも、届出書を提出してください。 

手続き場所：アオーレ長岡東棟１階（福祉窓口）、各支所地域振興・市民生活課、 

新潟県福祉保健部福祉保健総務課援護恩給室 

必要なもの 

戦傷病者手帳、届出人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等） 

 

⑪  市・県営住宅 

亡くなられた方が入居名義人の場合は、入居承継手続きが必要です。 

また、亡くなられた方が単身入居の場合は、住宅返還手続きが必要です。 

家賃を亡くなられた方の口座から振替でお支払いの場合は、納付書払いに変更します。 

必要なもの 

亡くなられた方の住民票除票（単身入居の場合は不要） 

  
⑫  市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税 

亡くなられた方の市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税について未納がある場合、

相続人が納税義務を引き継ぐことになりますので納付をお願いします。 

亡くなられた方名義の口座から引き落としされていた市税は、納付書払いに変更されます。 

   口座振替を希望される場合は、各金融機関でお手続きください。 

   【固定資産税】 

相続人の中から代表となられる方をご相談のうえ、「現所有者（相続人代表者）申告書」を提

出してください。申告書は死亡届出日の翌月末に資産税課から送付します。 
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⑬  印鑑登録 

死亡届が出た時点で廃止となります。 

特別な手続きは必要ありませんが、印鑑登録証の返納をお願いします｡ 

返納場所：アオーレ長岡東棟１階（住所変更・戸籍届出窓口）、西サービスセンター、 

各支所地域振興・市民生活課 

必要なもの 印鑑登録証 

 

⑭  緊急告知ＦＭラジオ 

避難行動要支援者向けに貸与したものは、返却をお願いします。 

返却場所：アオーレ長岡東棟１階（市役所総合窓口）、 

各支所地域振興・市民生活課、お近くのコミュニティセンター  

 
⑮  農業経営主変更届 

手続き場所：市民センター５階（農業委員会事務局 TEL０２５８－３９－２２４３）※下の地図参照 

※各地域の支所地域振興・市民生活課では、書類受付のみの対応となります。 

なお、越路・和島・栃尾地域では、地域事務所での書類受付のみの対応となります。 

   必要なもの 

本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等） 

 
⑯  農地に係る権利（所有権・地上権・永小作権・使用貸借権・賃借権等） 

相続等により農地に係る権利を取得した人は、農業委員会に届出が必要です。 

手続き場所：市民センター５階（農業委員会事務局 TEL０２５８－３９－２２４３） 

※各地域の支所地域振興・市民生活課では、書類受付のみの対応となります。 

なお、越路・和島・栃尾地域では、地域事務所での書類受付のみの対応となります。 

必要なもの 

    相続した農地の情報が分かるもの 

（登記完了証でも可） 

 

 

⑰  森林に係る所有権 

相続等により森林に係る所有権を取得した人は、農林整備課に届出が必要です。 

手続き場所：市民センター５階（農林整備課 TEL０２５８－３９－２２２４）※上の地図参照 

※各地域の支所地域振興・市民生活課では、書類受付のみの対応となります。 

なお、越路・和島・栃尾地域では、地域事務所での書類受付のみの対応となります。 

必要なもの 

登記完了証の写し、地図 等  ※詳細は上記担当にお問合せください。 

 

⑱ 新潟県交通災害共済 

加入者が交通事故が原因で亡くなられた場合、死亡見舞金の請求ができます。 

詳しくは、市民協働課（TEL０２５８－３９－２２０６）または各支所地域振興・市民生活課にご連絡くださ

い。 
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⑲ 新潟県交通遺児基金 

交通事故が原因で亡くなられた方に18 歳以下の子がいる場合、見舞一時金の請求ができます。 

詳しくは、市民協働課（TEL０２５８－３９－２２０６）または各支所地域振興・市民生活課にご連絡くださ

い。 

 

⑳  犬の飼い主 

電話のほか、市ホームページの電子申請サービスからも登録変更の手続きができます。 

電子申請サービスへは、下のＱＲコードを携帯電話等で読み取るとアクセスできます。 

手続き場所：環境衛生センター２階（寿３－６－１）環境政策課 TEL０２５８－２４－０５２８ 

各支所地域振興・市民生活課 

 

 

 

 

 

 

 

㉑  市営墓地（区画墓地） 

埋蔵届、墓地承継申請、墓地返還届（墓地が不用になった場合） 

手続き場所：アオーレ長岡東棟1 階（住所変更・戸籍届出窓口） 

        越路支所、三島支所、和島支所（地域振興・市民生活課）  

必要なもの 

区画墓地使用許可証、本人確認書類（運転免許証等）、火葬許可証 等 

※手続きの内容によって必要なものが異なります。詳しくは、手続き窓口でご確認ください。 

 

※長岡市の市営墓地 

長岡市墓園（鉢伏町1409 番地）       長岡市越路墓園（来迎寺甲896 番地1） 

長岡市仏の入墓園（蓮花寺285 番地10）   長岡市小島谷墓園（小島谷2384 番地3） 

 

◎個人番号通知カード、マイナンバーカード 

 市役所にご返却いただく必要はありません。 

 市役所以外での手続きに必要となる場合がありますので、しばらくは大切に保管してください。 

 故人に関する手続きが全て終了し、ご不要になった場合は、破棄していただいて構いません。 
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２ 市役所以外での手続き 

 

主な手続きを記述しました。 

手続きに戸籍証明書等が必要となる場合があります。事前に手続き先へご確認ください。 

亡くなられた方の戸籍証明書等については、処理の関係上、交付できるようになるまで日数が 

かかる場合があります。 

  
  
㉒  加入していた健康保険等（国民健康保険および後期高齢者医療制度を除く）の埋葬料の受給手続

（ただし、病気等業務外で亡くなられた場合） 

   ２年間で失効となりますので、ご注意ください。 

手続き場所：勤務していた会社、もしくは加入していた健康保険 

  
㉓  国民年金（老齢基礎年金）を受給していた人、厚生年金・共済年金を受給(加入)していた人 

亡くなられた方や請求者の方の状況により、必要な手続きや必要なものが異なります。 

詳細については、各手続き場所にご確認ください。 

１ページの②に該当する方は市役所で手続きできます。 

手続き場所：長岡年金事務所（長岡市台町２－９－１７ TEL０２５８－８８-０００６） 

各共済組合等 

   ※亡くなられた方の基礎年金番号のわかるもの（年金証書や年金振込通知書など）をご用意のうえお

問い合わせください。 

  
㉔  農業者年金受給権者死亡届・未支給請求書の提出 

手続き場所：ＪＡの各支店 

   必要なもの 受給権者の亡くなられた日がわかる戸籍・住民票等 

           亡くなられた方と申請者の続柄がわかる戸籍・住民票等 

           申請者の預金通帳、印鑑、農業者年金証書 

  
㉕  恩給 

未支給金の請求手続き等が生じることがありますので、恩給証書をご用意のうえお問い合わせ 

ください。 

問合せ先：総務省恩給相談室（TEL０３－５２７３－１４００） 

 

 

㉖  特別弔慰金、特別給付金の国債の記名変更 

未償還の国債がある場合には、相続人に記名を変更することで償還を受けることができます。 

手続き場所：償還金支払場所（郵便局等） 

必要なもの 国債、記名者が亡くなられたことが確認できる戸籍、 

相続人であることが証明できる戸籍（原則、記名者と同籍のもの）、 

相続人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）  

  
  

－６－ 



  

㉗  公共料金等の名義変更 

  
  
㉘  土地・建物の相続による所有権移転 

   ・登記のある土地・建物 

手続き場所：新潟地方法務局長岡支局 【長岡市千歳1 丁目3 番91 号（TEL0258-33-5511）】 

※手続きについては、法務局、司法書士等にご相談ください。 

 

 

 

 

・登記のない建物 

手続き場所：アオーレ長岡東棟１階（税金窓口）、各支所地域振興・市民生活課 

  
㉙  自動車・バイク等の名義変更 

手続き場所： 

・125ｃｃまでの原動機付自転車と小型特殊自動車（農耕車等） 

･･･アオーレ長岡東棟１階（税金窓口）、各支所地域振興・市民生活課 

      必要なもの 

      ①廃車する場合  ナンバープレート、標識交付証 

      ②譲渡する場合  標識交付証、相続人が作成した譲渡書 

 

・普通車、125ｃｃ超の二輪車･･･北陸信越運輸局（TEL050-5540-2041）※ 

・軽自動車（三輪、四輪）･･･軽自動車検査協会（TEL050-3816-1851）※ 

 

 ※手続きに市役所で発行する書類が必要な場合があります。あらかじめ各手続き場所にご確認ください。 

 

 

 

 

区分 旧市町村 連絡先 ＴＥＬ 

電気 すべての地域 
契約している電力会社にお問い合わせください。 

参考：東北電力㈱ 0120-066-774 

都市ガス 
長岡地域・中之島地域・越路地域・三島地域・ 

栃尾地域・与板地域・川口地域 
北陸ガス㈱ 0570-025-880 

水道 

長岡地域・山古志地域・川口地域 

越路地域（岩塚地区・塚山地区を除く） 
長岡市水道局業務課 0258-35-1618 

小国地域・越路地域（岩塚地区・塚山地区） 小国営業所（支所内） 0258-95-2440 

与板地域・三島地域・和島地域・寺泊地域 与板営業所 0258-72-2259 

栃尾地域 栃尾営業所（支所内） 0258-52-5826 

中之島地域 見附市上下水道局 0258-62-1700 

固定電話 

携帯電話 
すべての地域 

各契約会社にお問い合せください。 

参考：ＮＴＴ（東日本地域）0120-116-000 

ＮＨＫ すべての地域 0１20-151515 

－７－ 

～令和６年４月１日から相続登記の申請が義務化されました～ 

相続によって不動産を取得した相続人は、その不動産の取得を知った日から３年以内に 

相続登記の申請をしなければならないこととされました。 

 



 

㉚ 預貯金口座 

   手続き場所：各金融機関 

 

 

㉛ 生命保険金、簡易保険金 

   手続き場所：加入されていた生命保険会社、郵便局 

 

 

㉜ その他 （例） 

 

手続きの種類 主な手続き 問い合わせ先など 

税務申告 
相続税の手続き 

故人の所得税等の申告 

税務署、税理士等にご相談ください。 

【国税相談専用ダイヤル】 

電話 ０５７０－００－５９０１（自動音声案内） 

遺言書 
遺言書の検認・開封 

相続放棄 等 

家庭裁判所、弁護士、司法書士等にご相談く

ださい。 

インターネット 

ケーブルテレビ 
名義変更・解約 各契約会社 

株式 等 名義変更 各証券会社 等 

自動車保険 名義変更 損害保険会社 

クレジットカード 解約 カード会社（カード裏面に記載） 

 

 

◎葬儀後の手続きは、各種お使いの制度に応じて各人違いがありますので、この冊子に掲載している 

ものがすべてというわけではないことをご了承願います｡ 

  

－８－ 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R９年 

午前９時30分～11時30分 午後２時30分～４時30分

午後６時～８時 午前９時30分～11時30分

午後２時30分～４時30分 午後２時30分～４時30分

午後６時～８時 午後６時～８時

午後２時30分～４時30分 午前９時30分～11時30分

午後２時30分～４時30分 午後２時30分～４時30分３月５日（金）

４月25日（土）

５月15日（金）

６月５日（金）

７月24日（金）

８月21日（金）

９月18日（金）

10月23日（金）

11月７日（土）

12月４日（金）

１月15日（金）

２月６日（土）

～大切な方を亡くされたあなたへ～ 
令和８年度 

病気、事故、自死などでおおむね１年以内に大切な方を亡くされた方の相談会です。 

大切な方を亡くされた悲しみは、残された方のからだやこころに色々な変化をもたらすことが 

あります。話すことで、悲しみが和らぐこともあります。 

 

 

こちらからも 
他相談会や相談窓口をご

確認いただけます 
 

長岡市ホームページ 

こここころろののととままりり木木相相談談会会  
死死別別のの悲悲ししみみケケアア  

日程・時間 

さいわいプラザ２階 健康増進課 

（住所：幸町２－１－１） 

会場 

各２人（先着） 定員 

不安や悩みはひとりで抱え込まずにご相談ください。 
 

 

長岡市 健康増進課   ☎0258-39-7508 

受付時間：平日 午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分（年末年始を除く） 

無料 費用 

臨床心理士 相談対応者 

10 日前までに 

下記連絡先へ 

 

申込み 



 

 

【総合窓口（アオーレ長岡東棟１階）の開設時間】 

   平 日・・・午前８時３０分～午後５時１５分 

   土・祝・・・午前９時～午後５時   

   休業日…日曜日・年末年始 

    ※日曜と祝日が重なる場合は、お休みとなります。 

※土・祝は一部お取り扱いできない業務があります。 

※総合窓口以外の各課業務は平日のみとなります。 

   

 【総合窓口（アオーレ長岡１階）の構成窓口】 

●市役所総合ガイド      

●市役所総合窓口  

●証明書発行窓口（土・祝の税関係証明は、所得・課税証明書の発行のみ取り扱います。）       

●住所変更・戸籍届出窓口  

●マイナンバーカード窓口 

（平日午後４時４５分以降と土・祝午後４時以降は取り扱いません。）  

●パスポート窓口（平日午後４時４５分以降と土・祝午後４時３０分以降は取り扱いません。）  

●健康保険・年金窓口 

●福祉窓口  

●市営住宅窓口 

●税金窓口（土・祝は、納期限前の税金の受領のみ取り扱います。）  

●会計課窓口（土・祝は取り扱いません。）  

 

 

 

 

R8.4.1 作成 長岡市役所 


